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※システムなどの都合により各種通知などの元号
が平成として表記されている場合があります。

信
用
封
筒
を
同
封
し
て
送
付
し
ま

す
の
で
、　

月　
日
（
火
）
ま
で

１１

２６

に（
必
着
）、郵
送
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の
届
け
出
が

な
い
場
合
、
来
年
１
月
１
日
か
ら

の
同
医
療
証
の
交
付
を
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

　
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方
（
支
給
停
止
中
の
方
も

含
む
）
は
、
毎
年
８
月
に
現
況
届

を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
未

提
出
の
方
は
至
急
、
児
童
青
少
年

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ

ー
臨
時
職
員（
保
育
士
）

　
【
任
用
期
間
】２
年
１
月
１
日
～

３
月　
日
（
再
度
任
用
の
場
合
あ

３１

り
）
　
【
勤
務
日
時
】週
４
日（
土
曜
日

の
勤
務
あ
り
）。午
前
８
時
半
～
午

後
５
時

　
【
勤
務
場
所
】子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー

　
【
勤
務
内
容
】子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
「
ひ
ろ
ば
」
の
事
業

（
子
育
て
支
援
）
の
運
営

　
【
応
募
資
格
】保
育
士
免
許
を
有

す
る
市
内
在
住
の
方

　
【
募
集
人
数
】
１
人

　
【
賃
金
】時
給
１
０
７
０
円（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は　
月　
日
（
月
）

１１

１８

ま
で
に
、
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）

に
資
格
証
明
書
の
写
し
を
添
え
て
、

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
（
滝

山
４
ノ
３
ノ　
、
わ
く
わ
く
健
康

１４

プ
ラ
ザ
内
）
へ
、
電
話
で
事
前
に

連
絡
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
ま
せ

ん
。
採
用
は
書
類
選
考
と
面
接
の

上
、
決
定
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

1
・
０
９
１
０
へ
。

わ
か
く
さ
学
園
発
達
相
談
室 

臨
時
職
員（
相
談
支
援
専
門
員
）

　
【
任
用
期
間
】２
年
１
月
１
日
～

３
月　
日
３１

　
【
勤
務
日
時
】週
４
～
５
日
。 
午

前
８
時
半
～
午
後
５
時

　
【
勤
務
場
所
】わ
か
く
さ
学
園
発

達
相
談
室
（
南
沢
４
ノ
７
ノ　
）
１８

　
【
勤
務
内
容
】わ
か
く
さ
学
園
発

達
相
談
室
の
保
育
補
助
・
療
育
業

務
お
よ
び
計
画
相
談
・
一
般
相
談

と
こ
れ
に
関
す
る
諸
事
務

　
【
応
募
資
格
】相
談
支
援
専
門
員

の
資
格
を
有
す
る
方

　
【
募
集
人
数
】
１
人

　
【
賃
金
】 
時
給
１
０
７
０
円（
市

の
規
定
に
よ
る
）

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
、
わ
か

く
さ
学
園
☎
４
６
７
・
３
２
７
５

へ
。

　
市
で
は
、
下
表
の
方
を
対
象
に
、

「
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
」
を
発

行
し
て
い
ま
す
。

　
該
当
す
る
方
は
、
各
手
帳
・
証

書
を
持
参
し
、
障

害
福
祉
課
（
市
役

所
１
階
）
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
現
在
ご
利
用

中
の
方
は
、
通
用

期
限
が
終
了
す
る

都営交通無料乗車券の発行時に必要な手帳・証書など
必要な手帳･証書など対象者

身体障害者手帳身体障害者
愛の手帳知的障害者
戦傷病者手帳戦傷病者
被爆者健康手帳と厚生労働大臣の
認定書または健康管理手当証書原爆被爆者

保護開始決定通知書生活保護受給世帯員
支援給付決定通知書中国残留邦人等

児童扶養手当証書児童扶養手当
受給世帯員

当該施設の長が発行する証明書被救護者

月
の
１
日
か
ら
更
新
手
続
き

が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
乗
車
券
は
、

シ
ル
バ
ー
パ
ス
を
所
持
し
て

い
る
場
合
に
は
発
行
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
管

理
係
☎
４
７
０
・
７
７
４
７

へ
。 マ

ル
親
医
療
証
の
更
新
手
続
き

　
現
在
使
用
中
の
マ
ル
親
医
療
証

の
有
効
期
間
は　
月　
日
（
火
）

１２

３１

ま
で
で
す
。
引
き
続
き
助
成
を
受

け
る
た
め
に
は
、
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。
現
況
届
は
受
給
要

件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
確

認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
現
在
、
同
医
療
証
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方
に
は
、　

月
８
日

１１

（
金
）
に
現
況
届
を
発
送
し
ま
す

の
で
、
必
要
書
類
を
添
付
し
て
次

の
方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
提
出
方
法
】届
け
出
用
紙
と
返

課
（
市
役
所
２
階
）
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
届
け
出
が

な
い
場
合
、
１
月
期
の
手
当
を
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
所
得
が
手
当
の
支
給
基

準
を
超
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
方

も
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
助
成
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　
教
育
・
保
育
給
付
認
定
申
請
と

認
可
保
育
施
設
の
２
年
４
月
入
所

申
込
書
を
、　

月
１
日
（
金
）
か

１１

ら
子
育
て
支
援
課（
市
役
所
２
階
）

で
配
布
し
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

お
子
さ
ん
の
入
所
を
希
望
す
る
方

は
、
受
付
期
間
や
提
出
書
類
を
確

認
の
上
、
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
】保
護

者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

保
育
が
必
要
な
場
合

　
①
家
庭
の
外
ま
た
は
中
で
仕
事

を
し
て
い
る
（
月
に　
時
間
以
上
、

４８

目
安
と
し
て
週
３
日
以
上
で
１
日

４
時
間
以
上
就
労
し
て
い
る
こ

と
）
②
出
産
前
後
で
あ
る
（
利
用

期
間
は
、
出
産
予
定
月
と
そ
の
前

後
２
カ
月
の
計
５
カ
月
以
内
）
③

病
気
・
負
傷
・
障
害
が
あ
る
④
長

期
療
養
中
や
障
害
の
あ
る
方
を
看

護
・
介
護
し
て
い
る
⑤
災
害
（
火

災
・
震
災
・
風
水
害
な
ど
）
の
復

旧
に
当
た
っ
て
い
る
⑥
求
職
活
動

（
起
業
準
備
を
含
む
）
を
行
っ
て

い
る
⑦
仕
事
が
決
定
し
て
い
る
場

合
で
利
用
開
始
月
か
ら
３
カ
月
以

内
に
就
労
を
開
始
す
る
⑧
就
学
し

て
い
る
（
職
業
訓
練
校
・
大
学
・

専
門
学
校
な
ど
。
た
だ
し
、
カ
ル

チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
や
通
信
教
育
で

の
学
習
は
不
可
）
⑨
そ
の
他
（
①

～
⑧
に
類
す
る
状
態
と
し
て
市
が

認
め
る
場
合
）

　
【
受
付
日
時・会
場
】　

月　
日

１１

３０

（
土
）・　
月
７
日
（
土
）
が
午
前

１２

９
時
～
午
後
４
時
。
日
曜
日
を
除

く　
月
２
日
（
月
）
～
９
日
（
月
）

１２
が
午
前
９
時
～
午
後
５
時
。　

月
１２

　
日
（
火
）
が
午
前
９
時
～
午
後

１０８
時
。
会
場
は
い
ず
れ
も
、
市
役

所
２
階
２
０
４
会
議
室
。

　
※
い
ず
れ
の
日
も
午
前　
時
半

１１

～
午
後
１
時
は
除
き
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】「
集
団
生
活
を
体
験

さ
せ
た
い
」「
幼
児
教
育
の
場
と
し

て
利
用
し
た
い
」
と
い
う
理
由
だ

け
で
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
▼
障

害
児
保
育
は
前
記
①
～
⑨
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
と
も
に
、
集

団
保
育
が
可
能
で
日
々
通
所
が
で

き
る
場
合
が
対
象
に
な
り
ま
す
▼

郵
送
で
の
入
所
申
し
込
み
は
で
き

ま
せ
ん

　
【
提
出
書
類
】
教
育・保
育
給
付

認
定
申
請
書
兼
利
用
申
込
書
（
市

様
式
）
▼
確
認
票
（
市
様
式
）
▼

健
康
状
況
調
査
書
（
市
様
式
。
申

請
児
童
１
人
に
つ
き
１
枚
必
要
）

▼
勤
務
（
内
定
）
証
明
書
（
市
様

式
）、そ
の
他
保
育
の
必
要
性
を
証

明
す
る
書
類
▼
平
成　
年
１
月
１

３１

日
現
在
、
東
久
留
米
市
民
で
な
か

っ
た
方
＝
平
成　

年
度
住
民
税

３１

（
非
）
課
税
証
明
書
（
１
月
１
日

に
住
民
登
録
の
あ
っ
た
自
治
体
で

発
行
さ
れ
ま
す
）

　
【
入
所
の
決
定
】お
子
さ
ん
の
保

育
が
必
要
な
状
況
を
調
査
し
、
受

け
入
れ
人
員
数
に
欠
員
が
あ
る
場

合
、
保
育
の
必
要
性
の
高
い
方
か

ら
決
定
し
ま
す

０
歳
児
（
出
産
予
定
者
） 

の

仮

申

請

　
５
月
以
降
の
申
請
に
は
仮
申
請

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
【
対
象
】出
産
予
定
日
が
判
明
し
、

２
年
４
月
１
日
時
点
で
生
後　
日
５７

目
に
達
す
る
予
定
の
子
（
２
年
２

月
４
日
〈
火
〉
ま
で
に
出
産
予
定

と
な
っ
て
い
る
方
）

　
【
仮
申
請
期
間・会
場
】　

月　
１１

３０

日
（
土
）
～　
月　
日
（
火
）
が

１２

１０

前
記
の
一
般
の
申
請
受
け
付
け
と

同
じ
時
間
・
会
場
で
、　

月　
日

１２

１１

（
水
）
～
２
年
１
月
７
日
（
火
）

が
午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
（
市

役
所
閉
庁
日
お
よ
び
正
午
～
午
後

１
時
を
除
く
）
に
子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
２
階
）で
受
け
付
け
ま
す

　
【
本
申
請
方
法
】保
護
者
の
氏
名

で
仮
申
請
し
、
対
象
の
お
子
さ
ん

の
出
生
届
を
提
出
後
、
同
課
で
本

申
請
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
本
申
請
の
受
付
期
限
は
、
２

年
２
月　
日
（
火
）
午
後
５
時
ま

１８

で
で
す

　
【
ご
注
意
】仮
申
請
し
た
方
で
入

所
内
定
し
た
場
合
で
も
、
実
際
の

出
生
日
が
２
年
２
月
５
日
（
水
）

以
降
の
場
合
は
、
対
象
に
該
当
し

な
く
な
る
た
め
、
仮
申
請
・
内
定

は
取
り
消
し
に
な
り
ま
す
。
５
月

１
日
付
け
入
所
を
希
望
す
る
場
合

は
、
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。
５

月
以
降
の
入
所
は
通
常
通
り
の
選

考
と
な
り
ま
す
▼
お
子
さ
ん
が
生

ま
れ
た
後
、
期
日
ま
で
に
本
申
請

が
な
い
場
合
も
仮
申
請
・
内
定
が

取
り
消
し
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
▼
入
所
の
選
考
は

先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
年
、

受
付
期
間
前
半
は
非
常
に
混
雑
し
、

お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
受
付
期
間
後
半
も
ご
利

用
く
だ
さ
い

　
【
そ
の
他
】転
出
な
ど
で
他
市
区

町
村
の
保
育
所
へ
入
所
を
希
望
す

る
方
は
、
随
時
同
課
で
受
け
付
け

ま
す
。
各
自
治
体
で
受
付
期
間
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
確
認
の
上
、

早
め
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

現
在
申
し
込
み
を
し
て
い

る
方
も
再
度
申
し
込
み
を

　
既
に
今
年
度
、
入
所
申
し
込
み

を
し
て
決
定
を
待
っ
て
い
る
方
も
、

２
年
４
月
１
日
入
所
の
申
請
が
改

め
て
必
要
と
な
り
ま
す
。
受
付
期

間
中
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、

申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
詳
し
く
は
同
課
保
育
・
幼
稚
園

係
☎
４
７
０
・
７
７
４
５
へ
。

　
学
童
保
育
所
の
２
年
度
入
所
の

申
し
込
み
（
一
次
申
請
）
を
受
け

付
け
ま
す
。

　
学
童
保
育
所
は
、
放
課
後
帰
宅

し
て
も
、
保
護
者
の
就
労
な
ど
に

よ
り
家
庭
で
育
成
（
監
護
）
を
受

け
ら
れ
な
い
児
童
を
、
保
護
者
に

代
わ
っ
て
専
門
の
職
員
が
育
成
支

援
す
る
施
設
で
す
。

　
今
回
の
入
所
の
対
象
は
、
２
年

４
月
に
新
小
学
１
年
生
～
６
年
生

に
な
る
児
童
で
す
。

　
【
受
付
日
時
】　

月
７
日（
土
）・

１２

９
日
（
月
）
～　
日
（
水
）
が
午

１１

前
８
時
半
～
午
後
５
時
、　

日
１２

（
木
）・　
日
（
金
）
が
午
前
８
時

１３

半
～
午
後
８
時

　
【
受
付
場
所
】
児
童
青
少
年
課

（
市
役
所
２
階
）

　
【
学
童
保
育
所
費
】１
人
月
額
６

６
０
０
円
。

　
※
金
山
お
よ
び
く
ぬ
ぎ
第
一
・

第
二
学
童
保
育
所
で
延
長
育
成
を

利
用
す
る
場
合
は
、
別
途
、
延
長

育
成
料
が
か
か
り
ま
す
。

　
【
提
出
書
類
】①
入
所
申
請
書
②

保
護
者
の
状
況
を
証
明
す
る
書
類

（
勤
務
証
明
書・病
気
治
療
中
の
と

き
は
医
師
の
診
断
書
・
そ
の
ほ
か

の
理
由
で
家
庭
で
の
適
切
な
監
護

が
で
き
な
い
と
き
は
そ
の
理
由
が

分
か
る
書
類
な
ど
）
▼
学
童
保
育

所
費
の
減
免
を
希
望
す
る
方
＝
減

免
申
請
書
と
必
要
書
類
（
生
活
保

護
世
帯
は
受
給
証
明
書
、
市
民
税

非
課
税
世
帯
は
保
護
者
世
帯
全
員

の
平
成　
年
度
住
民
税
非
課
税
証

３１

明
書
、
市
民
税
均
等
割
の
み
の
課

税
世
帯
は
保
護
者
世
帯
全
員
の
平

成　
年
度
住
民
税
課
税
証
明
書
）

３１
　
※
入
所
申
請
書
と
勤
務
証
明
書

の
用
紙
は
、　

月　
日
（
月
）
か

１１

１１

ら
同
課
、
各
学
童
保
育
所
で
配
布

し
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】郵
送
で
の
申
し
込
み

は
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
保
護
者
が

直
接
、
必
要
書
類
を
窓
口
に
持
参

し
て
く
だ
さ
い
▼
受
付
期
間
後
に

申
し
込
み
の
あ
っ
た
児
童
に
つ
い

て
は
、
入
所
時
期
が
遅
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
▼
い
ず
れ
の
学
童
保

育
所
も
、
提
出
し
た
書
類
を
基
に

入
所
判
定
を
行
い
、
入
所
児
童
を

決
定
し
ま
す
。
希
望
者
が
定
員
を

超
え
た
場
合
は
、
お
待
ち
い
た
だ

く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
▼
入
所
決
定

は
小
学
１
年
～
３
年
生
の
児
童
を

優
先
し
ま
す
▼
２
次
申
請
受
付
期

間
は　
月　
日
（
月
）
～
２
年
１

１２

１６

月　
日（
水
）、３
次
申
請
受
付
期

１５
間
は
２
年
１
月　
日
（
木
）
～
２

１６

月　
日
（
金
）
で
す
。
ま
た
、
小

２８
学
４
年
～
６
年
生
の
高
学
年
児
童

の
入
所
申
請
受
付
期
間
は
、　

月
１２

７
日（
土
）～
２
年
２
月　
日（
金
）

２８

で
す
。
３
次
申
請
ま
で
の
低
学
年

児
童
の
入
所
の
可
否
が
決
定
し
た

後
、
高
学
年
児
童
の
入
所
の
可
否

を
決
定
し
ま
す

　
詳
し
く
は
同
課
児
童
青
少
年
係

☎
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

　
児
童
扶
養
手
当
法
の
改
正
に
よ

り
、
令
和
元
年　
月
期
支
給
か
ら

１１

は
、
奇
数
月
（
１
月
・
３
月
・
５

月
・
７
月
・
９
月
・　

月
）
の
年

１１

６
回
に
分
け
て
支
給
し
ま
す
。
な

お
、
現
況
届
は
、
こ
れ
ま
で
と
同

じ
く
８
月
に
提
出
し
て
い
た
だ
き

ま
す
が
、
提
出
後
の
前
年
所
得
の

審
査
に
基
づ
く
新
た
な
手
当
額
の

適
用
期
間
（
手
当
支
給
制
限
の
適

用
期
間
）
は
、　

月
分
か
ら
翌
年

１１

　
月
分
ま
で
と
な
り
ま
す
（
平
成

１０
　
年
度
以
前
の
現
況
届
に
お
い
て

３０は
、
８
月
分
か
ら
翌
年
７
月
分
ま

で
）。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　
　
月　
日（
祝
）・　
日（
日
）は
、

１１

２３

２４

市
庁
舎
内
電
気
設
備
の
点
検
を
行

う
た
め
、
館
内
は
停
電
と
な
り
ま

す
。
そ
れ
に
伴
い
、
終
日
市
役
所

本
庁
舎
を
閉
館
し
ま
す
。　

　
庁
舎
１
階
市
民
プ
ラ
ザ
・
屋
内

ひ
ろ
ば
・
金
融
機
関
Ａ
Ｔ
Ｍ
・
地

下
駐
車
場
な
ど
も
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
せ
ん
。

　
ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
管
財
課
管
財
係
☎

４
７
０
・
７
７
１
８
へ
。

お
わ
び
と
訂
正

　
　
月　
日
号
１
面
「
本
や

１０

１５

文
学
に
関
す
る
講
演
会
『
大

山
淳
子
先
生
に
よ
る
作
家
業

案
内
』」の
作
品
名
に
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
。正
し
く
は「
猫

は
抱
く
も
の
」
で
す
。
お
わ

び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
中
央
図
書
館
☎

４
７
５
・
４
６
４
６
へ
。

２
年
度
教
育
・
保
育
給
付
認
定
申
請
と

認
可
保
育
施
設
へ
の
入
所
申
し
込
み

申
込
書
の
配
布
は　

月
１
日（
金
）か
ら
、

１１

受
け
付
け
期
間
は　

月　

日（
土
）～　

月　

日（
火
）

１１

３０

１２

１０

学
童
保
育
所
へ
の
入
所
申
し
込
み

一
次
申
請
受
け
付
け
は　

月
７
日（
土
）～　

日（
金
）

１２

１３

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

現
況
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

児
童
扶
養
手
当
の

支
給
回
数
が
変
わ
り
ま
す 

都
営
交
通
無
料
乗
車
券
の

ご
案
内

終
日
市
役
所
本
庁
舎
を
閉
館
し
ま
す

　

月　

日（
祝
）・　
（
日
）

１１

２３

２４

　
８
月
～　
月
分
の
児
童
扶

１０

養
手
当
を　
月　
日
（
水
）

１１

１３

に
指
定
預
金
口
座
に
振
り
込

み
ま
す
。
利
用
金
融
機
関
に

よ
っ
て
は
入
金
が
遅
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課

助
成
支
援
係
☎
４
７
０
・
７

７
３
６
へ
。

児
童
扶
養
手
当
を

振
り
込
み
ま
す


